
県営事業負担金（広域営農団地農道整備事業 阿讃三好地区） 4,000,000円

備　 考

項 1 農地費 目 5 農地費

特定財源の名称・金額 辺地対策事業債（地方債） 4,000,000円

令和４年度
経費の内訳

事務事業に係る経費の詳細

予算科目（歳出区分) 会計 1 一般会計 款 5 農林水産業費

  うち繰越分↓   うち繰越分↓
 一般財源(e)

  うち繰越分↓

  うち繰越分↓   うち繰越分↓
うち受益者負担

  うち繰越分↓

  うち繰越分↓   うち繰越分↓
 その他(d)

  うち繰越分↓

  うち繰越分↓

  うち繰越分↓

5,000,000
  うち繰越分↓

  うち繰越分↓

  うち繰越分↓   うち繰越分↓

財
源
内
訳

 国庫支出金(a)
  うち繰越分↓

 県支出金(b)
  うち繰越分↓

 地方債(c) 3,300,000
  うち繰越分↓

4,000,000

  うち繰越分↓

5,000,000
  うち繰越分↓

0 0 0

３　事業費の推移と評価対象年度経費

令和３年度 令和４年度（評価対象年度） 令和５年度（見込）

事業費【(a)～(e)の合計】 3,300,000
  うち繰越分↓

4,000,000

事務事業の内容
どのような方法・手段で
事務事業を行ったか

　広域営農団地農道整備事業の事業主体者は、徳島県（西部総合県民局農林水産部）となる。したがっ
て、町は県と連携し事業を推進していく。（町が主体となるのは、境界立会・用地交渉等で、三好市・東みよ
し町からの負担金を事業費に充当）

　また、当該事業運営の任意組織として「阿讃三好地区広域営農団地農道整備事業推進協議会」があり、
会員は三好市・東みよし町の市(町)長・議長・建設常任委員長・西部県民局農林水産部副部長で構成され
ている。なお、事務局を両市町の持ち回りとしている。（2年交替）

事務事業の成果
結果・実績はどうか

令和4年度施工実績
・葛籠工区　　　　　事業費　40.000.000円 （路床工 L=151ｍ　舗装工 L=112ｍ）
・阿讃三好地区 　 令和3年度までの事業費ベース（全工区）での進捗率は、路床工で96.9％・舗装工
87.8％
　（葛籠工区は路床工で95.9％・舗装工87.9％）
阿讃三好地区広域営農団地農道整備事業推進協議会
・幹事会　令和4年6月1日（三好市役所第二分庁舎 2階 大会議室）
・総会　　 令和4年7月（書面決議）

特記事項

２　事務事業の目的・内容・成果

事務事業の対象
具体的に誰(なに)を

広域営農団地農道整備事業阿讃三好地区の利用者等 対 象 者 同左

事務事業の目的
どのような状態にしたいのか

　本地区は、吉野川と阿讃山脈に連なる山々に囲まれた中山間地域を結ぶ基幹農道として、既存道路の
改良及び新設を行い、農産物流体系の合理化と輸送労力の節減を図るとともに、輸送体系改善による地
域の生産物流体制の強化と農業経営の安定に資することを目的とする。

事業継続年数 事業開始年度 昭和54年度

分野別施策 ３　道路・交通網の整備 所 属 長 末内 良明

主な施策 ３　町道の整備 電話番号 79-5342

第２次
総合計画体系

政策目標 ５　快適で便利なまち 担当部署 建設課

根拠法令等 道路法　土地改良法

事業実施方法区分

東みよし町 事務事業評価シート 評価年度 令和５年度 事業年度 令和４年度

１　事務事業の概要

事務事業名 県営広域農道整備事業（阿讃三好地区） 整理番号 1310-002

町直営 全部委託 一部委託 補助金等指定管理

5年以内 6年～10年 11年～20年 21年以上


